


目 次 

1. 概要 ······································································ 1

2. 申請対象と技術基準規則の関係 ·············································· 1

3. 設工認申請書添付書類における変更内容に係る補足説明事項 ···················· 1

4. 既認可から変更がない設計について ·········································· 1

添付１ 変更内容に係る補足説明事項について 

添付２ 既認可の申請内容 

2



1 

1. 概要

本資料は，第 4 回申請及び新型遠心機への更新等に係る申請の【加工施設の火災防護に

関する説明書】（以下「説明書」という。）において説明した事項に関して，申請内容の妥

当性，記載内容の根拠等について説明するものである。 

2. 申請対象と技術基準規則の関係

第 4 回申請及び新型遠心機への更新等に係る申請において説明している内容は，「技術

基準規則 第 11 条 火災等による損傷の防止 第 3項」に基づく説明である。 

本施設における「技術基準規則 第 11 条 火災等による損傷の防止 第 3 項」の「火災 

又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものは，可能な限り不燃性又は難燃性の材

料を使用する」の対象となる設備及び機器は，UF6を内包する設備及び機器である。また，

UF6を内包する設備及び機器以外の機器についても，火災発生防止の観点から可能な限り

不燃性又は難燃性材料（鋼材）を使用することから適合説明の対象とする。 

なお，電気・計装ケーブルについては，火災発生防止の観点から難燃性ケーブルを使用

することから適合説明の対象とするが，当該機器の重要度から施設共通の基本設計方針

として記載する。 

3. 設工認申請書添付書類における変更内容に係る補足説明事項

説明書での申請内容に関する補足説明を添付１に示す。

4. 既認可から変更がない設計について

「技術基準規則 第 11 条 火災等による損傷の防止 第 3 項」の要求事項及び設計に変

更がないとしたものについて，既認可の申請内容を添付２に示す。 
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【第 4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

1. 概要

本資料は，「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第

11 条第 1項，第 3 項に基づき，火災等による損傷の防止について説明するものである。

なお，第 11 条第 1 項，第 3 項以外については，本施設において各条項の設備に属する

設備はないことから該当しない。 

本資料では，事業変更許可申請書にて示した追加安全対策（コールドトラップの火災

防護対策）及び UF6を内包する設備のうち主要材料を変更する設備更新する無停電電源

装置等の電気・計装ケーブルに関する火災等による損傷の防止について説明する。 

（注 1） 

可燃性の機械油の火災に関する追加安全対策として新設する温度センサ，遠隔消火設

備及び均質槽の防護カバー内に設置する感知器については，次回に申請を行う。 

UF6 を内包する機器への火災の影響軽減対策に関する評価（内部火災影響評価）につ

いては，次回に申請を行う。 

上記以外の設備及び機器の本項における要求事項の変更については，既認可にて当該

事項に対する設計を申請済みであるとともに，それらに係る設計について変更はないた

め，今回の申請において変更は行わない。 

2. 基本方針

本施設のウラン濃縮工程においては，可燃性ガス，有機溶媒等の可燃性の物質及び爆

発性の物質を使用しない。なお，分析室等でアセトン等を使用するが，取扱量を制限す

ることから本施設の安全性に影響を与えるような爆発が発生することは考えられない。

これらのことから，本施設では，潤滑油，電気・計装系の火災を想定し，対策を講じる。 

本施設は，火災により本施設の安全性が損なわないよう，火災の発生を防止すること

ができ，かつ，火災発生を感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減す

る機能を有する設計とし，消防法，建築基準法等関係法令に準拠する設計とする。 

本施設においては，UF6の特徴及び取扱いを踏まえ，火災による熱影響によって UF6の

閉じ込め性が損なわないよう，火災源と近接した UF6を内包する機器を防護する設計と

する。 

UF6 を内包する機器への火災の影響軽減対策については，米国の「放射性物質取扱施

設の火災防護に関する基準」の内容を確認し，火災が臨界，閉じ込めの安全機能を損な

（注 1）UF6 を内包する設備のうち主要材料を変更する設備に関する火災等による損傷

の防止について説明する。 

また，UF6 を内包する設備以外の機器及び電気・計装ケーブルに対する火災発

生防止対策について説明する。 

・火災防護，火災発生防止の観点に分け

て記載を見直した。 

※青枠で示した箇所は，設工認申請書の記載の充実化，適正化を図る箇所を示す。
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設工認申請書 補足説明 備考 

わないことについて「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 

原規技発第 13061914 号 原子力規制委員会決定）（以下「内部火災影響評価ガイド」と

いう。）を参考に評価する。 

 

3. 火災の発生防止 

UF6 を内包する機器の主要な部分は，不燃性の材料（ステンレス鋼，鋳鉄等の鋼材）

を使用する設計とする。また，電気・計装ケーブルは，IEEE-383 の垂直トレイ試験等を

満足する難燃性のものを使用する設計とする。（注 2） 

 

 

 

 

4. 火災の感知及び消火 次回申請 

・コールドトラップ及び均質槽には，近接して可燃性の機械油を内包する機器があるこ

とから，火災を早期に感知するため，感知方法の異なる種類の感知器及び温度センサ

を組み合わせて多様化を図る設計とする（感知方法の異なる種類の感知器の設置につ

いては，均質槽の防護カバー内を除き，3次申請にて認可済み）。また，温度センサに

よる火災感知は，中央制御室に加え，モニタエリア及び 2 号発回均質室入口付近にお

いても監視可能な設計とする。 

・コールドトラップ及び均質槽には，従事者が火災の発生している室に立ち入らずに，

早期にかつ確実に消火できるよう遠隔操作により消火を行う設備（遠隔消火設備）を

設置する。遠隔消火設備の起動操作は，中央制御室に加え，2 号発回均質室入口付近

又は 1 号均質室入口付近においても操作可能な設計とする。 

 

5. 火災の影響軽減 

コールドトラップと近接して設置する冷凍機は，可燃性の機械油を内包するため，コ

ールドトラップが直接火炎の影響を受けないようにコールドトラップと冷凍機との間

に耐火性を有する防護板を設置する。また，UF6 を内包する配管の直下に設置され，盤

上部に開口部を有する計装盤等には，配管が直接火炎の影響を受けないように UF6を内

包する配管と盤の間に防護板等を設置する。（注 3）概要を図 1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

（注 2）UF6 を内包する機器等の主要な部分は，不燃性の材料又は難燃性の材料を使用する

ことにより火災等による損傷を防止する設計とする。 

また，UF6を内包する機器以外の機器については，可能な限り不燃性又は難燃性の材

料（鋼材）を使用し，火災の発生を防止する設計とする。電気・計装ケーブルについ

ては，IEEE-383 の垂直トレイ試験等を満足する難燃性のものを使用又は金属製の

盤内に配線を収納することで，火災の発生を防止する設計とする。 

 

4. 火災の感知及び消火 次回申請 

・コールドトラップには，近接して可燃性の機械油を内包する機器があることから，火

災を早期に感知するため，感知方法の異なる種類の感知器*1及び温度センサ*2を組み

合わせて多様化を図る設計とする。 

・コールドトラップには，従事者が火災の発生している室に立ち入らずに，早期にかつ

確実に消火できるよう遠隔操作により消火を行う設備（遠隔消火設備）*3を設置する。 

*1：感知方法の異なる種類の感知器の設置については，第 3回申請にて認可済みで

ある。 

*2：温度センサの設置に係る設計については，第 5 回申請にて申請する。 

*3：遠隔消火設備の設置に係る設計については，第 5 回申請にて申請する。 

 

 

 

（注 3）防護板については，熱量の大きい機械油の火災を踏まえると，機械油の量から考え

て比較的短時間（約 10 分程度）で火災が終息するため，防護板に特別な耐火時間等を

求めるものではないが，火災を遮る必要があることから不燃性の材料を用いる。 

また，防護板の設置においては，波及的影響を考慮して，以下のとおりとする。 

・地震による冷凍機ユニット及び防護板から耐震重要度分類第 1 類のコールドトラッ

プへの波及的影響を考慮し，防護板の荷重を見込んだ冷凍機ユニット及び防護板に

 

 

 

 

 

・火災防護，火災発生防止の観点に分け

て記載を見直した。 

 

 

 

 

 

 

・コールドトラップの火災防護に係る

温度センサ，遠隔消火設備を設置す

る方針を第 4 回申請で示し，温度セ

ンサ，遠隔消火設備の詳細設計につ

いては，第 5回申請にて申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※青枠で示した箇所は，設工認申請書の記載の充実化，適正化を図る箇所を示す。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対して，第 1 類の地震力を用いて耐震評価を実施する。なお，耐震評価の対象部位

は，地震発生時に応力が集中する以下の各部位とする。 

①冷凍機ユニットとチャンネルベースを固定する据付ボルト 

②冷凍機ユニットのチャンネルベースと床面を固定する基礎ボルト 

③冷凍機ユニットと防護板を固定する取付ねじ 

評価の結果，各部位に作用する応力は各部位の許容応力以下であり，地震により冷

凍機ユニット及び防護板はコールドトラップに対して波及的影響を及ぼすおそれ

はない。 

・盤上部に取り付ける防護板については，盤内冷却機能への影響を考慮し 300 mm 程度

の隔離距離を設ける。また，地震により盤上部の防護板が落下し，盤に衝突したと

しても，盤自体は UF6 を内包しない機器であり，閉じ込め等の安全機能に影響を及

ぼすおそれはない。 

※想定する火災源と近接している UF6 を内包する機器の火災防護における考え方を別

紙１に示す。 

 

（参考） 

地震による冷凍機ユニット及び防護板からコールドトラップへの波及的影響を考慮

した耐震評価の対象部位①～③の概要は下図のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷凍機ユニット
（内部に冷凍機設置） 防護板

③ 取付ねじ

① 据付ボルト ② 基礎ボルト

図 冷凍機ユニット及び防護板の耐震評価部位

チャンネルベース

※青枠で示した箇所は，設工認申請書の記載の充実化，適正化を図る箇所を示す。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

なお，冷凍機油（約 10 ℓ）の燃焼により発生した熱量が，全量 UF6のみに入熱したと

しても，UF6の液化膨張によって液圧が加わることはない。UF6内包量が多い製品コール

ドトラップ及び廃品コールドトラップについて評価した結果を以下に示す。（注 4） 

 

 

 

 

 

【冷凍機油（潤滑油）の燃焼熱】 

冷凍機油（潤滑油）10 ℓ の燃焼熱は以下のとおりである。 

⇒ 44 kJ/g × 10000 cm3 × 0.9 g/cm3 ＝ 396000 kJ ≒ 400000 kJ 

 

【製品コールドトラップ】 

・冷凍機油（潤滑油）10 ℓ の燃焼熱による製品コールドトラップ内の UF6の上昇温度 

⇒ 冷凍機油（潤滑油）10 ℓ の燃焼熱 ＝ UF6融解熱量 ＋ 液体 UF6昇温熱量 

⇒ 400000 kJ ＝ {4000 kgUF6 ×13 kcal/kg ＋ 4000 kgUF6 ×0.13 kcal/kg℃ × 

(Ｘ℃ － 64 ℃)} × 4.187kJ/kcal 

⇒ Ｘ ≒ 150 ℃ 

 

・製品コールドトラップの捕集量 4000 kgUF6の温度 150 ℃における体積 

⇒ 4000 kgUF6 ÷ 3.03 × 103kg/m3 ＝ 1.32 m3 

 

・製品コールドトラップの容積が約 4.1 m3 あるのに対し，UF6 の液化膨張体積は 1.32 

m3であるため UF6の液化膨張により液圧が加わることはない。 

 

【廃品コールドトラップ】 

・冷凍機油（潤滑油）10 ℓ の燃焼熱による廃品コールドトラップ内の UF6の上昇温度 

⇒ 冷凍機油（潤滑油）10 ℓ の燃焼熱 ＝ UF6融解熱量 ＋ 液体 UF6昇温熱量 

⇒ 400000 kJ ＝ {6000 kgUF6 ×13 kcal/kg ＋ 6000 kgUF6 ×0.13 kcal/kg℃ × 

(Ｘ℃ － 64 ℃)} × 4.187kJ/kcal 

 

（注 4）想定する火災源と近接している UF6を内包する機器に対し，火災防護対策を講じる

が，万が一，これらが機能しなかった場合に機器の一部の機能が損なわれることがあ

っても，公衆に対し過度の放射線被ばくを及ぼさないよう閉じ込め機能が確保され

ることを確認する。 

評価の対象は，UF6の液化膨張破裂が発生した場合に公衆への影響が大きい機器で

ある大量のウランを取り扱う製品コールドトラップ及び廃品コールドトラップと

し，当該機器が，直接火炎の影響を受けて UF6が膨張した場合を考慮しても破裂を起

こさないことを確認する。評価結果を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・熱影響評価の位置づけを明確にする

ため記載を修正。なお，本評価は，内

部火災影響評価とは別に実施するも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※青枠で示した箇所は，設工認申請書の記載の充実化，適正化を図る箇所を示す。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

⇒ Ｘ ≒ 90 ℃ 

 

・廃品コールドトラップの捕集量 6000 kgUF6の温度 90 ℃における体積 

⇒ 6000 kgUF6 ÷ 3.47 × 103kg/m3 ＝ 1.73 m3 

 

・廃品コールドトラップの容積が約 4.1 m3 あるのに対し，UF6 の液化膨張体積は 1.73 

m3であるため UF6の液化膨張により液圧が加わることはない。 

 

 

6. 内部火災影響評価 次回申請 

本申請における申請対象機器の全てが揃う次回申請にて，以下に示すとおり内部火災

影響評価を実施する。（注 5） 

 

 

 

火災影響評価に関して，内部火災影響評価ガイドを参考に火災ハザード解析を実施

し，火災防護対策の有効性を評価し，必要に応じて追加防護対策を講じる。 

万一，本施設内で火災が発生した場合においても閉じ込め機能が確保されることを確

認するため，UF6 を内包する機器のうち，火災により影響を受けるものに対して，火災

ハザード解析を行う。 

 

(1) 火災影響評価対象設備 

火災による UF6の漏えいを防ぐため，UF6を内包する機器を火災影響評価対象設備と

して選定し，火災影響評価対象設備の火災による損傷防止を図る。 

 

(2) 火災区域の設定 

・消防法に基づき設定する本施設内の防火区画のうち，UF6を内包する機器を設置す

る防火区画を火災区域として設定する。火災区域は，室内の火災荷重から導かれる

等価時間（潜在的火災継続時間）以上の耐火能力を有する耐火壁（耐火シール，防

火扉，防火シャッタを含む。）によって他の区域と分離する。 

・各火災区域は，耐火壁により隣接区域間の延焼を防止するか又は耐火壁，隔壁，間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 5）本申請（第 1回申請～第 5 回申請）における申請対象機器の全てが揃う次回申請に

て，以下に示すとおり内部火災影響評価を実施する。なお，当該評価は，別途申請す

る「新型遠心機への更新（RE-2A 後半）に係る申請」における変更内容を含めた評価

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今回の申請では，内部火災影響評価の

評価条件，評価方法等の方針を示し，

評価結果については，対象設備が出

揃う第 5 回申請にて申請する。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

隔，消火設備等の組み合わせにより，隣接区域間及び火災区域内の延焼防止を行う

設計とする。 

 

(3) 火災ハザード解析 

各火災区域における UF6 を内包する機器への影響軽減対策について，米国の「放射

性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し，火災が臨界，閉じ込めの

安全機能を損なわないことについて内部火災影響評価ガイドを参考に評価する。 

評価においては，UF6を内包する機器のうち，火災が発生した場合に UF6の閉じ込め

機能を損なうおそれのある設備を火災ハザード解析の対象とし，火災が発生した場合

においても，UF6の閉じ込め機能を損なわないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※青枠で示した箇所は，設工認申請書の記載の充実化，適正化を図る箇所を示す。 
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新型遠心機への更新等に係る申請分 
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【遠心機更新】 

設工認申請書 補足説明 備考 

1. 概要 

本資料は，「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第

11 条第 1項，第 3 項に基づき，火災等による損傷の防止について説明するものである。

なお，第 11 条第 1 項，第 3 項以外については，本施設において各条項の設備に属する

設備はないことから該当しない。 

本資料では，今回申請する設備及び機器に関する火災等による損傷の防止について説

明する。 

また，当該機器の本条に対する設計については，「新規制基準への適合に係る申請（1

次申請～5次申請）」の 3次申請で認可済み（認可番号：原規規発第 2003265 号（令和 2

年 3 月 26 日付け））である，カスケード設備の遠心分離機（RE- ）及び主配管

と同じである。（注 1） 

 

2. 基本方針 

本施設のウラン濃縮工程においては，可燃性ガス，有機溶媒等の可燃性の物質及び爆

発性の物質を使用しない。なお，分析室等でアセトン等を使用するが，取扱量を制限す

ることから本施設の安全性に影響を与えるような爆発が発生することは考えられない。

これらのことから，本施設では，潤滑油，電気・計装系の火災を想定し，対策を講じる。 

本施設は，火災により本施設の安全性が損なわないよう，火災の発生を防止すること

ができ，かつ，火災発生を感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減す

る機能を有する設計とし，消防法，建築基準法等関係法令に準拠する設計とする。 

 

3. 火災の発生防止 

機器等の主要な部分は不燃性の材料（ステンレス鋼等の鋼材）を使用する設計とする。 

また，遠心分離機（RE- ）， 高周波インバータ装置の動力ケーブル及

び計装ケーブル（金属製の盤内に収納している配線を除く）は，IEEE-383 の垂直トレ

イ試験等を満足する難燃性のものを使用する設計とする。（注 2） 

 

4. 火災影響軽減に関する措置 

火災によってUF6を内包する設備及び機器の閉じ込めが担保できない状態が想定され

る場合の生産運転停止操作に関する運用を加工施設保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

（注 1）本資料では，UF6 を内包する設備である遠心分離機及び配管の新規設置に関する火

災等による損傷の防止について説明する。 

また，UF6を内包する設備以外の機器及び電気・計装ケーブルに対する火災発生

防止対策について説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 2）UF6を内包する機器等の主要な部分は，不燃性の材料を使用することにより火災等に

よる損傷を防止する設計とする。 

また，UF6を内包する機器以外の機器については，可能な限り不燃性又は難燃性の材

料（鋼材）を使用し，火災の発生を防止する設計とする。電気・計装ケーブルについ

ては，IEEE-383 の垂直トレイ試験等を満足する難燃性のものを使用し，火災の発

生を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・火災防護，火災発生防止の観点に分け

て記載を見直した。 

・RE-2A前半設備と同じ設計であること

で適合を説明するわけではないの

で，当該部分の記載を削除する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・火災防護，火災発生防止の観点に分け

て記載を見直した。 

 

 

 

 

 

 

※青枠で示した箇所は，設工認申請書の記載の充実化，適正化を図る箇所を示す。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

（注 3） 

 

 

（注 3） 

5. 内部火災影響評価 

本申請において，火災区域である 2A カスケード室に設置している遠心分離機及

び配管は，周囲に燃焼が継続する物質（可燃性の機械油等）はなく，火災が発生し

た場合においても，UF6は鋼製の容器等に密閉されていること及び取り扱う UF6は気

体状の希薄なガスであり UF6 の液化膨張により液圧が加わらないことから UF6 の閉

じ込め性を損なうおそれはない。また遠心分離機及び配管は，系統分離が要求され

る設備ではない。 

別途申請する「新規制基準への適合に係る申請（第 1 回申請～第 5 回申請）」の第

5 回申請にて実施する内部火災影響評価においては，2A カスケード室を含めた火災

区域の可燃性物質の量（本申請の変更内容を踏まえた可燃物質の量）と火災区域の

面積に基づき，等価時間を求め，建物を対象に延焼防止の観点から耐火壁等の耐火

能力の評価等を行う。当該評価で対策が必要となった場合でも建物，消防用設備等

による延焼防止対策となることから，本申請の遠心分離機及び配管の設計が変更と

なることはない。 

 

なお，本申請において遠心分離機と配管を設置する 2A カスケード室の内部火災影

響評価の概算の評価結果は下表のとおりであり，総発熱量，床面積に基づく等価時間

に対して十分な耐火時間を有している。 

 

火災区域 

火災区域の

総発熱量

（MJ） 

火災区域の

床面積 

（㎡） 

等価時間 

（h） 

建物の 

耐火時間 

（h） 

扉の 

耐火時間 

（h） 

2A カスケ

ード室 
約 750,000 約 1,860 約 0.5 約 2.4 約 1.0 

 

 

 

 

・申請対象機器に対する内部火災影響

評価が対象外であることを明確に

し，「新規制基準への適合に係る申

請」の評価結果により本申請の設計

が変更になることがないことを示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・概算結果であるとともに，本申請の申

請対象機器が内部火災影響評価の対

象外であることから，申請書には記

載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※青枠で示した箇所は，設工認申請書の記載の充実化，適正化を図る箇所を示す。 
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添付２ 

 

既認可の申請内容 
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